
１．業  務 名 （仮称）玄洋児童クラブ新築工事　地質調査業務

２．業務場所 下関市彦島本村町二丁目８番１号

３．業務期間 令和７年１０月３１日まで

４．業務概要 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ・岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ･標準貫入試験を行うもの。

総則

１． 　乙は、業務の施行に当たっては、設計図書（仕様書、現場説明書及び質問回答書をいう。）及び関係法令

規則により行うこと。

　なお、図面とは、設計図、設計書及び設計計算書等をいい、仕様書とは、標準仕様書、共通仕様書及び

特記仕様書をいう。

　また、標準仕様書、共通仕様書については以下に示すものを適用する。

　・ 特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

公共建築設計業務委託共通仕様書

　・ 敷地調査共通仕様書

　・ 山口県業務委託共通仕様書

２． 優先順位は、監督職員の指示、特記仕様書、共通仕様書の順とする。

３． 乙は、次の事項に留意の上、業務を行うこと。

(1) 関係法規、規則等諸法令を遵守すること。

(2) 業務に伴い、知り得た秘密について他に漏らさないこと。

(3) 定められた期間内に業務を完了するよう作業の円滑化に努めること。

(4) 業務の実施に当たり、契約図書及び甲の指示に従い、業務の意図、目的を十分に理解した上で、

最高の技術を発揮するよう努めること。

4． この仕様書に定める事項について、疑義を生じた場合の解釈及び当該業務の細目については、甲と

協議を行い、その指示を受けなければならない。

5． 管理技術者及び照査技術者

(1) 乙は、管理技術者及び照査技術者を定め、甲に届出るものとする。

(2) 管理技術者は、契約者、仕様書等に基づき当該業務に関する一切の事項を処理するものとする。

(3) 管理技術者及び照査技術者は、業務における技術的な管理を行う上で必要な能力と経験を有する技術者で

なければならない。

6． 履行

(1) 提出書類

1) 乙は、契約後、所定の様式により関係書類を遅滞なく提出すること。

2) 協議等は、原則として書面により行うものとする。

(2) 着手

1) 乙は、契約後、速やかに業務実施計画を策定し、甲の承諾を得なければならない。

2) 乙は、業務着手に当たっては、その旨甲に報告しなければならない。

乙は、業務の円滑化を図り、予定及び進行状況を把握するため実施計画書を作成するものとする。

実施計画には下記事項を記入する。

① 業務概要（業務名、業務期間、目的、業務内容等を記入）

② 実施方針（作業手順を記入）

③ 工程表

④ 担当技術者（管理技術者も含めた業務に携わる技術者名簿を作成）

⑤ 打合せ計画（打合せ時期は工程表に明示し、内容、その他について記入）

⑥ その他（成果品等について記入）

なお、承諾を得た後、着手することになるが着手後、状況の変化、進行状態等により、変更の必要が生じた

時は、速やかに変更計画書を作成し、承諾を得なければならない。

特記仕様書[共通編]

(1)



(3) 打合せ

1) 打合せは、業務着手時及び主要な区切りにおいて行うものとし、乙はその都度記録簿を作成し、相互に

確認するものとする。

2) 打合せ記録には、日時、場所、打合せ内容、確認事項、出席者等を記録し、内容を確認すること。

(4) 完了及び部分完了

1) 乙は、業務を完了した時は、速やかに甲に報告し、完了検査を受けるものとする。

2) 検査に際しては、成果品その他関係資料を整えておくものとし、管理技術者を出席させるものとする。

3) 部分完了について検査を受ける場合も1)及び2)を準用する。

4) 管理技術者は、成果品、提出書類等を整理し、検査の際、説明できるようにしておくこと。

(5) 手直し

1) 乙は、業務が完了したとき、乙の責めに帰すべき理由による成果品の不良箇所が発見された場合

は、速やかに、訂正、補足、その他必要な措置をとらなければならない。

2) 完了検査において指摘された事項については、指示された期間内に手直しを行わなければならない。

また、検査後であっても乙の責めに帰する内容の不備、瑕疵
　かし

が発見された時は、直ちに手直しを行わな

ければならない。

7． その他

(1) 資料等の貸与及び返還

1) 乙は、貸与された図面及び関係資料等を業務の完了後、速やかに返還しなければならない。

2) 乙は、貸与資料について保管に注意し、業務完了後は損傷のないことを確認して返還しなければなら

ない。

(2) 土地の立入り等

1) 管理技術者は、業務を実施するため、公有地又は私有地に立ち入る必要の生じた場合は、関係者と十分な

協調を保ち、業務が円滑に進捗するように努めなければならない。なお、やむを得ない理由により現地への

立入りが不可能となった場合には、直ちに監督職員に報告し、協議しなければならない。

2) 管理技術者は、業務を実施するため、公有地又は私有地に立ち入る場合は、関係法令に規定する身分証

明書等を携帯し、関係者の請求があった時は、これを提示しなければならない。

3) 管理技術者は、業務実施のため、伐採、柵等の除去又は土地若しくは工作物を一時使用する時は、あらか

じめ監督職員に報告すると共に、所有者の同意を得なければならない。

(3) 関係官公庁等の手続き等

1) 管理技術者は、業務実施のために必要な関係官公庁等に対する諸手続を迅速に処理しなければならない。

2) 業務実施のために必要な諸手続には、建築基準法（昭和25年法律第201号）、文化財保護法（昭和25年法

律第214号）等の許可申請が考えられる。これらの諸手続は乙が業務実施のために必要な諸手続の種

類、内容、方法、時期等をあらかじめ整理しておき、諸手続の必要が生じた場合には、資料の作成等を行わ

なければならない。

3) 管理技術者が関係官公庁等に対して交渉を要する時、又は交渉を受けた時は、遅滞なくその旨を監督職員

に申し出て協議するものとする。

4) 業務実施のために法令等の解釈、設計内容の調整、諸手続の事前調整、既設埋設物の調査など関係官公

庁等に対して交渉する時がある場合、管理技術者は、交渉の目的、内容、方法、時期等について、監督職

員と協議し、交渉を行うものとする。交渉に当たり、特に判断、決定を伴う場合は、監督職員が同席するもの

とする。

(4) 納品等

1) 報告書は、各業務を統一して一冊にまとめること。

2) CADデータ及び数量計算等は、電子納品をすること。

(5) その他

1) 不明な点については、必ず監督職員と協議を行い、指示に従うこと。

(2)



業務内容 本委託業務は、（仮称）玄洋児童クラブ新築工事建設用地における地質調査を行うものである。

１． 機械ボーリング

(1) ボーリングの掘進方向は鉛直下方とする。

(2) ボーリングの掘進長は仕様書に記載のとおりであるが、支持層の確認等詳細については監督職員と協議する

こと。

(3) ボーリング機械はロータリー式を使用する。

(4) 孔径は66mmとし、必要に応じて孔壁面が崩落しないよう粘土水・ケーシング等を使用する。

(5) ボーリング途中で湧水を認めた場合は、正確にその深度を測定する。また、調査完了までは毎日作業開始時に

孔内水位を測定し、計測時刻を記録する。常水位については、ボーリング孔内の水位、付近の井戸等の水位、

季節的水位を総合判断して決定する。

(6) 試料は標準貫入試験用サンプラーより採取し、整理格納の上提出する。

(7) 試料に関する記録は採取後直ちにその形状、色、粒度、湿潤状態、混入物等について細大もらさず記録する。

(8) ボーリングの完了は十分な支持層（N値５０以上）連続３ｍ以上確認した場合とし、途中でN値５０未満を測定

した場合は、監督職員に報告し、指示を受けること。

２． 標準貫入試験

(1) 標準貫入試験の実施頻度は掘進長１ｍ毎に１回行うことを標準とする。※N値50までの確認とする。

　　ただし、産業廃棄物が混在している場所については不要とする。

(2) 標準貫入試験は１ｍ毎に　JIS　A　1219により行う。

(3) 重錘
すい

落下は原則として半
はん

自動
じどう

型
がた

とする。

３． 資料整理とりまとめ

(1) 解析に基づき、複数の基礎・地業工法を選定のもと、最適工法の決定を行うものとする。

工法の決定については、必ず比較検討資料を作成のこと。

(2) 基礎・地業工法の選定にあたっては、監督職員と協議することとする。

４． コンサルタント的調査

機械ボーリング実施場所について工事用道路及び搬出計画の資料になるよう十分な資料整理・解析を行うものとする。

(1) 工事用道路の隣接地への影響について調査検討のこと。

(2) 図面等

土質柱状図・地質平面図・縦断図・その他監督職員の指示による。

５． 報告書（Ａ４版製本１部）

　・内容

　　　前書き、調査概要、調査方法、使用機材、地形、地質状態、支持力算定、

　　　内部摩擦角及び粘着力、設計条件（直接基礎・杭基礎等）、調査地点位置図、

　　　土質柱状図、地層推定断面図及び調査記録写真

　上記資料の電子データ

６. (1) 調査用電力、給水については、受注者負担とする。

７． (1) 特記仕様書（別紙）に従い、環境に配慮して委託業務を行うこと。

8. 地盤情報データベース登録

・国土地盤情報データベースへ登録するため、受注者はボーリングによる土質柱状図及び土質試験

　結果一覧表について、一般社団法人国土地盤情報センターによる検定を受けるとともに、検定済み

　データおよび検定証明書を電子成果品として発注者に提出する。

　受注者は、「BORIMG」フォルダを作成し、検定に必要となるボーリング交換用データ（XMLファイル

　及び関連するDTDファイル）、電子柱状図（PDFファイル）、土質試験結果一覧表データ（XMLファ

　イル及び関連するDTDファイル）及び電子土質試験結果一覧表（PDFファイル）を「地質・土質調査

特記仕様書（地質調査業務編）
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　成果電子納品要領」（平成28年10月国土交通省）に基づき作成し、「BORING」フォルダのサブフォルダ（ボーリング交換

　用データは「DATA]、電子柱状図は「LOG]、土質試験結果一覧データ及び電子土質試験結果一覧表は「TEST]）に格

　納する。また、発注者の指示に基づき、「電子納品運用ガイドライン【地質・土質調査編】」（平成30年3月大臣官房技術

　調査課）に基づく「公開可否コード」をボーイング交換用データ（XMLファイル）および土質試験結果一覧表データ（XML

　ファイル）に記入する。検定完了後、受領した検定証明書は「BORING」フォルダのサブフォルダ「OTHRS」に格納する。

　　電子成果品のフォルダ構成については「建築設計業務等電子納品要領」（平成30年版大臣官房官庁営繕部）による

　こととするが、検定済みデータに検定証明書（PDF形式）を追加した「BORING]フォルダについては。「建築設計業務等

　電子納品要領」の３（６）「本要領に記載されていないフォルダは作成しない。」は適用せず、電子媒体のルート直下に格

　納する。なお、「BORING」フォルダの電子媒体のルート直下への作成にあたっては、電子成果品作成支援・検索システ

　ムVer.4.0の新規作成機能では作成できないことから、同システムをもうちいずに作成することとする。

（2）



特記仕様書（環境編簡易）

甲は、「しものせきエコマネジメントプラン」に基づいた環境マネジメントシステムを構築し、「下関
市環境方針」に基づき、甲の組織が行う事業活動における環境配慮及び環境保全に関する行動
を適切に実行することとしている。この取り組みには乙の協力が不可欠であり、業務関係者の業
務の管理や業務の実施などに当たり、乙は、「しものせきエコマネジメントプラン」の趣旨を理解
し、次の項目について実施すること。

１　環境関連法令について
乙は、業務の実施に際しては、環境関連法令を遵守し、常に適切な管理を行うこと。

２　事故発生時の対応
乙は、業務の実施中に事故が発生した場合は、必要な処置を講ずるとともに甲へ報告し、その指
示に従うこと。なお、詳細な報告は、文書で後日行うこと。

３　苦情発生時の対応

乙は、業務に関する苦情を受け付けたときは、応急的な措置が必要な場合は応急処置を講ずる
とともに甲へ報告し、その指示に従うこと。なお、詳細な報告は、文書で後日行うこと。

４　配慮事項
乙は、業務の実施に際しては、次の各号に配慮すること。
（１）使用する車両から排出するガス及び騒音振動を低減するようできる限りエコドライブを励行す
ること。
（２）業務の報告書の作成に当たっては、可能な限り再生紙等を利用すること。
（３）業務の報告書の作成に当たっては、可能な限り両面印刷に努めること｡
（４）環境ラベリング制度（エコマーク・グリーンマーク）の対象となっている製品を可能な限り積極
的に使用すること。
（５）使用する物品は、可能な限り再生品を使用すること｡
（６）リサイクル（分別）可能な製品を積極的に使用すること｡
（７）公共交通機関の利用及び効率的に車を使用すること｡

（８）業務の実施箇所周辺の環境に与える負荷の抑制及び周辺地区の環境美化に努めること｡

別紙







一  金

        内 訳

番号 名　　　　称 規　　格　・　寸　　法 数　量 単位 単　価 金　 額 摘　　　　要

A 地質調査業務 1.00 式

業務価格

消費税等相当額 1.00 式

合計

(1) 下関市建設部公共建築課

業
務
名

（仮称）玄洋児童クラブ新築工事　地質調査業務

積 算係 長係 長 主 任課長補佐 計 算課 長 課長補佐



番号 名　　　　称 規　　格　・　寸　　法 数　量 単位 単　価 金　 額 摘　　　　要

A 地質調査業務

1 直接調査費 調査4ヶ所

土質ボーリング φ66　粘性土・シルト 2.30 m
積算資料3月P912
建設物価3月P867

〃 φ66　礫混じり土砂 4.70 m
積算資料3月P912
建設物価3月P867

岩盤ボーリング φ66  軟岩 4.00 m
積算資料3月P912
建設物価3月P867

標準貫入試験 φ66　粘性土・シルト 2.00 回
積算資料3月P912
建設物価3月P867

〃 φ66　礫混じり土砂 4.00 回
積算資料3月P912
建設物価3月P867

〃 φ66  軟岩 4.00 回
積算資料3月P912
建設物価3月P867

(直接経費）

電子成果品作成費 1部 1.00 式
4.7*直接調査費^0.38(上限を
26万円とする）

解析等調査業務費（直接調査費分） 資料整理とりまとめ・断面図等の作成 1.00 式 一位代価No.1

国土地盤情報データベース検定費 1.00 式

小計

(2) 下関市建設部公共建築課



番号 名　　　　称 規　　格　・　寸　　法 数　量 単位 単　価 金　 額 摘　　　　要

2 間接調査費

運搬費 機械器具､資材､人員 1.00 式 一位代価No.2

準備費 準備及び跡片付作業 1.00 式
積算資料3月P912
建設物価3月P867

仮設費 平坦地足場 1.00 式 一位代価No.5

安全費 調査孔閉塞、給水設備 1.00 式 一位代価No.6

施工管理費 1.00 式 直接調査費の0.7%

小計

純調査費 (直接調査費､間接調査費) 1.00 式

3 諸経費 (一般管理費､業務管理費) 1.00 式

小計

4
解析等調査業務費（解析等調査業務費
分）

1.00 式 一位代価No.8

小計

A-計(地質調査業務) 0

(3) 下関市建設部公共建築課

既存資料収集･現地調査･資料整理とりまとめ・
断面図等の作成･総合解析とりまとめ･打合せ協
議含む



(第    1   号表 )

一　位　代　価　表

一金　　　　　　　　　　　　　　

番 号 名　　　称 規格・形状寸法 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

(資料とりまとめ、断面図等の作成)

（直接調査費分）

○ 資料とりまとめ

　直接人件費 0.040×ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数(1本)＋0.76 0.80 業務 公共工事設計労務・資材単価表

○ 断面図等の作成

　直接人件費 0.040×ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数(1本)＋0.76 0.80 業務 公共工事設計労務・資材単価表

計

(端数処理)



(第    2   号表 )

一　位　代　価　表

一金　　　　　　　　　　　　　　

番 号 名　　　称 規格・形状寸法 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

(運搬費)

資機材運搬 搬入・搬出 2.00 日 一位代価 No.3

旅費交通費 直接調査費x0.0214 1.00 式

計

(端数処理)



(第    3   号表 )

一　位　代　価　表

一金　　　　　　　　　　　　　　

番 号 名　　　称 規格・形状寸法 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

(資機材運搬)

ﾄﾗｯｸ運転経費　材料費 軽油　5.7L/h×2h 11.40 L
積算資料3月P258
建設物価3月P788

〃　　　　　　労務費 特殊運転手　1人/5.8h×2h 0.34 人 公共工事設計労務・資材単価表

〃　　　　　機械経費 ﾄﾗｯｸ損料　時間　2.9t-3t積 2.00 h 建設機械等損料表

〃　　　　　機械経費 〃　　　　共用日　2.9t-3t積 1.00 日 建設機械等損料表

計

(端数処理)



(第    5   号表 )

一　位　代　価　表

一金　　　　　　　　　　　　　　

番 号 名　　　称 規格・形状寸法 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

(仮設費)

平坦地足場 1.00 箇所
積算資料3月P912
建設物価3月P867

計

(端数処理)



(第    6   号表 )

一　位　代　価　表

一金　　　　　　　　　　　　　　

番 号 名　　　称 規格・形状寸法 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

(安全費)

給水費(ﾎﾟﾝﾌﾟ運転) 20～150m以下 1.00 箇所
積算資料3月P912
建設物価3月P867

調査孔閉塞 1.00 箇所
積算資料3月P912
建設物価3月P867

環境保全 仮囲い 1.00 箇所
積算資料3月P912
建設物価3月P867

計

(端数処理)



(第    7   号表 )

一　位　代　価　表

一金　　　　　　　　　　　　　　

番 号 名　　　称 規格・形状寸法 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

(打合せ）

○業務着手時

主任技師 0.50 人
令和7年度設計業務委託等技術
者単価

技師A 0.50 人

○中間打合せ

主任技師 1.50 人
令和7年度設計業務委託等技術
者単価

技師B 1.50 人
令和7年度設計業務委託等技術
者単価

○成果品納入時

主任技師 0.50 人
令和7年度設計業務委託等技術
者単価

技師A 0.50 人
令和7年度設計業務委託等技術
者単価

計

(端数処理)



(第    8   号表 )

一　位　代　価　表

一金　　　　　　　　　　　　　　

番 号 名　　　称 規格・形状寸法 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

(資料とりまとめ、断面図等の作成)

○ 既存資料収集･現地調査

　直接人件費 0.035×ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数＋0.79 0.825 業務 公共工事設計労務・資材単価表

○ 資料とりまとめ

　直接人件費 0.040×ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数＋0.76 0.80 業務 公共工事設計労務・資材単価表

○ 断面図等の作成

　直接人件費 0.040×ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数＋0.76 0.80 業務 公共工事設計労務・資材単価表

○ 総合解析とりまとめ

　直接人件費 0.020×ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数＋0.88 0.90 業務 公共工事設計労務・資材単価表

○ 打合せ協議

　直接人件費 1.00 式 一位代価　No.7

その他原価 (直接人件費　解析のみ)*0.35/(1-0.35) 1.00 式

一般管理費等 (業務原価）*0.35/（1-0.35） 1.00 式

計

補正係数 1.00

(端数処理)


